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ふれあいひろば ●�町ホームページ内「写真ニュース」でも
地域の話題を配信中！
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みんなでシェアして、低炭素社会へ。

環境先進観光地
―箱根

コンセントを
こまめに抜いて待機電力をカット!

町の人口と世帯
−10月 1 日現在−

●人口　11,184人
　男　5,359　　女　5,825
●世帯　 6,357
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芦ノ湖の魚に触れよう！
●10/18（宮城野保育園）

　芦ノ湖に棲む魚と子どもたちが触れ合える機会ができればと
漁業組合さんにお願いしたところ、ご厚意で網にかかった魚を
出張サービスで持ってきてくれました。ナマズ・ヒメマス・ウ
グイ・ヨシノボリなど、普段触れ合える機会の少ない魚たち
に、子どもたちは目を輝かせていました。

姉妹都市親善交流
●10/ 4 （箱根中学校・洞爺湖町虻田中学校）

　箱根中学校と虻田中学校の両校の生徒が、オンラインでの交
流会を行いました。交流会では、箱根町・洞爺湖町の紹介や学
校での活動を、写真や動画を交えて説明をしました。また、事
前に相互に送付していた記念品の紹介も行い、最初は緊張して
いた様子の生徒たちも、笑顔で交流していました。

箱根町第6次総合計画後期基本計画素案に関する意見募集について
　令和 4 年度から令和 8 年度までの 5 年間を計画期間とする「総合計画後期基本計画」の策定作業を進めています。
　多くの方の声を聴いて計画を策定するため、計画素案を公表するとともに皆様からの意見を募集します。

1 　素案の公表
　箱根町第 w 次総合計画後期基本計画

2 　素案の掲載および閲覧場所
　・企画課または出張所
　・町ホームページ

3 　閲覧・意見の提出期間
　令和 3 年10月14日㈭～11月15日㈪

4 　意見の提出方法
　所定の意見書様式に記入の上、企画課または出張所
窓口に持参、郵便（〒250 − 0398　箱根町湯本25６番地）、
ファックス（85 − 7577）、メール（web_kikakuka@town.
hakone.kanagawa.jp）のいずれかの方法で提出してください。

5 　意見を提出できる方
　町内に住所を有する方、町内に別荘を有する方、町内で
働く方、町内で学ぶ方、町内で事業を営むもの（法人を含
む）、町内で活動するもの（NPOなど）、本町に納税義務
を有するもの、（法人を含む）、パブリック・コメント手続
きにかかる事案に利害関係を有する方。

6 　意見募集の結果
　結果については、町ホームページのほか、企画課窓口に
おいて公表します。
　町ホームページ
　http://www.town.hakone.kanagawa.jp/index.cfm/
　11,25783,６1,355,html

 照会先　企画課  ☎85 − 95６0


